
参照 区分

公共事業
ポータルサイト 任意様式 様式−１ ○

公共事業
ポータルサイト 任意様式 様式−２ ○

公共事業
ポータルサイト 任意様式 様式−３ ○

公共事業
ポータルサイト 任意様式 様式−４ ○

公共事業
ポータルサイト 県様式 − ○

公共事業
ポータルサイト 任意様式 様式−５ ○

− − − − − −

− 任意様式 様式−７ ○

必携・様式集
様式−１0

任意様式 − ○

必携・様式集
様式−１１

任意様式 − ○

− 任意様式 − ○

− 任意様式 − ○

− 任意様式 − ○

− 任意様式 − ○

− 任意様式 − ○

− 任意様式 − ○

− 任意様式 − ○

必携・様式集
様式-16，17

任意様式 − ○

必携・様式集
様式-16

任意様式 − ○

必携・様式集
様式-18

任意様式 − ○

必携・様式集
様式-1

任意様式 様式−9 ○

− 任意様式 − ○

− − − ○

− 任意様式
様式−１０

（作成不要）
○

⼟⽊⼯事提出（提⽰）書類⼀覧 R7.4⽉

種  別
作成
時期

監督員へ提出

契約担当課へ提出
（監督員を経由して
提出するものを含

む）

提 ⽰
（受注者保管）

備考

関係官公庁協議資料 (許可後の資料) 共通仕様書 1-1-1-38-3

施
⼯
計
画

施
⼯
体
制

⼯
事
書
類

⼯
事
書
類

その他

⼯
事
着
⼿
前

共通仕様書
1-1-1-2-12,13,14,15,17,18

⼯事打合簿

施
⼯
中

施
⼯
状
況

施
⼯
管
理

建設⼯事に係る資材の再資源化等に関す
る法律に基づき契約書第８に定める書⾯

⼯事請負契約書第８

現場練りコンクリート材料の計量及び練
り混ぜ

共通仕様書 1-3-4-4

材料確認（材料承認） 共通仕様書 2-1-2-4

請負代⾦内訳書 ⼯事請負契約書第3条1項・共通仕様書 3-1-1-2

契約関係書類

・設計図書において指定された⼯事材料について、⾒本
または品質を証明する資料を⼯事材料を使⽤するまでに
監督員に提出する。
・国様式-10は作成不要。

・⼯事打合簿の作成部数は２部とする。
・⼯事完成図書の提出書類として必要な⼯事打合せ簿は
監督員に事前に提出されているため、検査時には、発注
者の保管する打合簿を⼯事検査員に提⽰するものとす
る。
・国様式でも提出可。ただし、「契約番号・⼯事場所・
受注者名」は必ず記載すること。

・許可後の資料について、監督員に提⽰する。なお、監
督員から提出の請求があった場合は写しを提出する。

・材料の計量設備の計量精度の定期的な点検結果につい
て監督員または検査員の請求があった場合には速やかに
提⽰する。

・⼯事請負契約書第１８条第１項１〜５号に該当する事
実がない場合(設計書と⼀致している場合)は、監督員へ
の提⽰とし、受注者で保管する。

施⼯体制台帳 共通仕様書 1-1-1-11-1

⼯事測量成果表( 仮BM及び多⾓点の設置) 共通仕様書 1-1-1-40-1

・下請契約を締結する場合に提出する。 (建設業法２４
条の７)

施⼯体系図 共通仕様書 1-1-1-11-2

作業員名簿 共通仕様書 1-1-1-11-1

⼯事測量成果表( 設計図書との照合) 共通仕様書 1-1-1-40-1
・設計図書と⼀致している場合は、監督員への提⽰と
し、受注者が保管する。

施⼯計画書 共通仕様書 1-1-1-5-1

・測量標(仮BM)及び多⾓点の設置に関する測量結果は
監督員に提出する。

⼯事測量成果表( 設計図書との照合) 共通仕様書 1-1-1-40-1
・設計図書と差異があった場合は監督員に測量結果を速
やかに提出し指⽰を受ける。

・⼯事請負⾦額が1,000万円以上の⼯事について提出。
ただし、⼯事請負⾦額が1,000万円未満の⼯事であって
も、監督員が指⽰する場合は提出する。
・施⼯計画書には、施⼯体制台帳に係る書類を添付しな
い。

設計図書の照査確認資料 共通仕様書 1-1-1-3-2
・⼯事請負契約書第１８条第１項１〜５号に該当する事
実があった場合のみ監督員に提出する。

設計図書の照査確認資料 共通仕様書 1-1-1-3-2

共通仕様書
1-1-1-6

・コリンズシステムから送られるメールでの確認。

品質証明員通知書 共通仕様書3-1-1-7(5)
・契約図書で規定された場合に提出する。
・国様式でも提出可。ただし、「契約番号」は必ず記載
すること。

再⽣資源利⽤計画書
（建設資材を搬⼊する場合）

共通仕様書 1-1-1-19-4
・施⼯計画書に含め提出する。
・国「建設リサイクル報告様式」）で提出可。

現場環境改善 特記仕様書
・現場環境改善対象⼯事の場合に、実施する内容につい
て、施⼯計画書に記載し、提出する。

提出書類 根拠

様式

⼭梨県様式
国交省

標準化様式番号

・国様式でも提出可。ただし、「契約番号」は必ず記載
すること。

建退共掛⾦収納書
建設⼯事等請負契約の締結について・共通仕様
書1-1-1-43-3

・国様式でも提出可。

現場代理⼈及び主任技術者通知書 ⼯事請負契約書第10条1項
・国様式でも提出可。ただし、履歴書(経歴書)以外は、
「契約番号」は必ず記載すること。

前⾦払請求書 ⼯事請負契約書第34条1項
・国様式でも提出可。ただし、「請求⾦額・請求年⽉
⽇・⼯事名・請負代⾦額・前払率・請負限度額・契約番
号」は必ず記載すること。

⼯事⼯程表 ⼯事請負契約書第3条1項・共通仕様書 3-1-1-3

・国様式でも提出可。

再⽣資源利⽤促進計画書
（建設副産物を搬出する場合）

共通仕様書 1-1-1-19-6
・施⼯計画書に含め提出する。
・国「建設リサイクル報告様式」）で提出可。

登録内容確認書(CORINS)



参照 区分

⼟⽊⼯事提出（提⽰）書類⼀覧 R7.4⽉

種  別
作成
時期

監督員へ提出

契約担当課へ提出
（監督員を経由して
提出するものを含

む）

提 ⽰
（受注者保管）

備考提出書類 根拠

様式

⼭梨県様式
国交省

標準化様式番号

必携・様式集
様式-3

県様式
様式−１1
（不可）

○

− 任意様式
様式−１２

（作成不要）
○

必携・様式集
様式-21

任意様式 − ○

必携・様式集
様式-14

任意様式 − ○

− 任意様式 − ○

⼯
程
管
理

必携・様式集
様式-22

任意様式 様式−１４ ○

品
質
管
理

− 任意様式 ○ ○ △

公共事業
ポータルサイト 任意様式 様式−１５ ○

公共事業
ポータルサイト 任意様式 様式−５ ○

公共事業
ポータルサイト 任意様式 様式−１９ ○

− 任意様式 様式−１８ ○

公共事業
ポータルサイト 任意様式 様式−５ ○

公共事業
ポータルサイト 任意様式 様式−２１ ○

− 任意様式 様式−２２

公共事業
ポータルサイト 任意様式 様式−２３ ○

− 任意様式 様式−２４ ○

− 任意様式 様式−２５ ○

− 任意様式 様式−２６ ○

− 任意様式 様式−２７ ○

− 任意様式 様式−２8 ○

− 任意様式 − ○

・中間前⾦払を利⽤する場合に適⽤する。
・国様式でも提出可。ただし、「契約番号」は必ず記載
すること。

・中間前⾦払を利⽤する場合に適⽤する。
・国様式でも提出可。ただし、「請求⾦額・請求年⽉
⽇・⼯事名・請負代⾦額・契約番号」は必ず記載するこ
と。

共通仕様書 1-1-1-32
・⼯事の施⼯中に事故が発⽣した場合には、直ちに監督
員に連絡するとともに、指⽰する期⽇までに、⼯事事故
報告書を提出する。

段階確認表 共通仕様書 3-1-1-5-6

⼟・休⽇・夜間作業届 共通仕様書 1-1-1-39-2

品質規格証明書 共通仕様書 2-1-2-1

安全教育・訓練等の実施状況表 共通仕様書 1-1-1-29-11

⼯事履⾏報告書 ⼯事請負契約書第11条・共通仕様書1-1-1-26

安
全
管
理

⽀
給
品

⽀
給
品

建
設
機
械

現場発⽣品

契
約
関
係
書
類

中
間
前
払
⾦

既
済
部
分
検
査

修
補

部分使⽤

⼯期延期

その他

施
⼯
状
況

施
⼯
管
理

・産業廃棄物が搬出される⼯事については、監督員に提
⽰する。

・該当する場合のみ提出
・国様式でも提出可。

施
⼯
中

部分使⽤承諾書 ⼯事請負契約書第33条1項
・部分使⽤がある場合に提出する。
・国様式でも提出可。

⼯期延期願 ⼯事請負契約書第21条1項
・国様式でも提出可。ただし、「契約番号・延⻑⽇数・
延⻑理由」は必ず記載すること。
・契約担当者が所属⻑の場合は、⼯事打合簿でも可。

⼯事請負契約書第37条5項

・国様式でも提出可。ただし、「請求⾦額・請求年⽉
⽇・⼯事名・請負代⾦額・前⾦払を受けた額・部分払を
受けた額・当該請求に係る⼯事出来⾼率・契約番号」は
必ず記載すること。

現場発⽣品調書 共通仕様書 1-1-1-18
・該当する場合のみ提出
・監督員を通じて発注者に提出する。
・国様式でも提出可。

産業廃棄物管理票（マニフェスト） 共通仕様書 1-1-1-19-2

・国様式でも提出可。ただし、「契約番号」を必ず記載
することとし、本⽂の契約の条項は、契約した契約約款
の条項を記載すること。

部分払い出来⾼内訳書 ⼯事請負契約書第37条2項 ・国様式でも提出可。

部分払⾦請求書

⽀給材料受領書 ⼯事請負契約書第15条3項
・該当する場合のみ提出
・国様式でも提出可。

⽀給品精算書 共通仕様書 1-1-1-17-3

・該当する場合のみ提出
・⼯事完成時（完成前に可能な場合はその時点）に⽀給
品精算書を監督員を通じて発注者に提出する。
・国様式でも提出可。

建設機械使⽤実績報告書 共通仕様書 1-1-1-17-5
・該当する場合のみ提出
・国様式でも提出可。

建設機械借⽤書・返納書 ⼯事請負契約書第15条3項

・受発注者間での⼯程確認は、任意の⼯程表で実施し、
提⽰とする。
・国様式でも提出可。

⼯
事
書
類

・設計図書に施⼯時間が定められていない場合で、官公
庁の休⽇または夜間に作業を⾏うにあたっては、「⼟・
休⽇・夜間作業届」または、「作業⽇」、「作業時
間」、「作業場所」、「作業内容」を記載した資料を、
事前に書⾯により提出するか、電⼦メール等により、伝
達すれば良い。

・受注者の責任において、整備・保管し、監督員等の請
求で提⽰。ただし、設計図書（共通仕様書・特記仕様
書）で「品質規格証明書等の提出」と指定された材料の
み、提出。

中間前⾦払認定請求書 ⼯事請負契約書第34条5項

中間前払⾦請求書 ⼯事請負契約書第34条4項

⼿直し完了届 ⼯事請負契約書第31条6項
・国様式でも提出可。ただし、「契約番号」は必ず記載
すること。

出来形検査請求書 ⼯事請負契約書第37条2項

・監督員からの請求時および検査時に提⽰とし、請負者
は整備、保管しておく。ただし、安全教育等の計画は施
⼯計画書に記載して監督員に提出する。

・施⼯中に監督員の確認を受け、⼯事完成時までに提出
する。
・国様式-11での提出不可。

段階確認の⽇時調整 共通仕様書 3-1-1-5-6

・段階確認を受けるにあたり、⼯事打合簿により事前に
協議するか、電⼦メール等を⽤いて⾏う。電⼦メール等
を⽤いて⾏う場合、受注者は段階確認時に出来形管理表
等と伴にその調整経過が分かる資料を監督員へ提出す
る。
・国様式-12は作成不要。

⼯事事故報告書



参照 区分

⼟⽊⼯事提出（提⽰）書類⼀覧 R7.4⽉

種  別
作成
時期

監督員へ提出

契約担当課へ提出
（監督員を経由して
提出するものを含

む）

提 ⽰
（受注者保管）

備考提出書類 根拠

様式

⼭梨県様式
国交省

標準化様式番号

公共事業
ポータルサイト 任意様式 様式−２９ ○

公共事業
ポータルサイト 任意様式 様式−３０ ○

公共事業
ポータルサイト 任意様式 様式−５ ○

公共事業
ポータルサイト

任意様式 様式−３ ○

必携・様式集
様式-6・7

任意様式 様式−３１ ○

必携・様式集
様式-8・9

任意様式 様式−３２ ○

− − − ○

− 任意様式 様式−３３ ○

− 任意様式 − ○

− − − ○

必携・様式集
様式-20

県様式 様式−３４ ○

− − − ○

必携・様式集
様式-10

任意様式 − ○

必携・様式集
様式-11

任意様式 − ○

⼯事完成図書

⼯
事
完
成
時

契約関係書類

⼯事書類

その他

再⽣資源利⽤実施書
（建設資材を搬⼊する場合）

共通仕様書 1-1-1-19-10
・再⽣資源利⽤計画及び再⽣資源利⽤促進計画を作成し
た場合には、⼯事完了後速やかに実施状況を記録した
「再⽣資源利⽤実施書」及び「再⽣資源利⽤促進実施
書」を監督員に提出する。
・国「建設リサイクル報告様式」で提出可。
・建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）を利⽤
し⼊⼒しても良く、この場合は、電⼦データの提出は不
要。

再⽣資源利⽤促進実施書
（建設副産物を搬出する場合）

共通仕様書 1-1-1-19-10

創意⼯夫 共通仕様書3-1-1-10

⼯事完成図 共通仕様書 1-1-1-21・3-1-1-8-1,2
・受注者は、設計図書に従って⼯事完成図を作成しなけ
ればならない。

⼯事写真 共通仕様書 1-1-1-25-8

完成払⾦請求書 ⼯事請負契約書第32条1項
・国様式でも提出可。ただし、「請求⾦額・請求年⽉
⽇・請求の根拠となる内訳・契約番号」は必ず記載する
こと。

・受注者は、「⼭梨県県⼟整備部電⼦納品運⽤マニュア
ル」に基づいて電⼦成果品を作成及び納品しなければな
らない。

電⼦納品成果物(CD) ⼭梨県電⼦納品要領

品質証明書 共通仕様書 3-1-1-7-(1)
・契約図書で規定された場合に提出する。
・品質証明に関する添付書類は提出不要
・国様式でも提出可。

ばらつき確認表(出来形、品質) ( ⼭梨県建設⼯事評定要領) ・検査時には提⽰できるようにする。

実施⼯程表 ⼯事請負契約書第11条
・国様式でも提出可。ただし、「契約番号」は必ず記載
すること。

出来形管理図表

完成届 ⼯事請負契約書第31条1項
・国様式でも提出可。ただし、「契約番号」は必ず記載
すること。

⼯事⽬的物引渡届 ⼯事請負契約書第31条4項
・国様式でも提出可。ただし、「契約番号」は必ず記載
すること。

共通仕様書 1-1-1-25-8 ・出来形管理基準及び品質管理基準により施⼯管理を⾏
い、その記録及び関係書類を作成、保管し、⼯事完成時
に監督員に提出する。
・国様式でも提出可。品質管理図表 共通仕様書 1-1-1-25-8

※提⽰書類の保管期間は、建設⼯事の⽬的物を引き渡した時から5年間とする。
※⼭梨県様式・国交省標準化様式のどちらで提出しても良いものとする。


